
「求人シート」の解説

大阪府商工労働部　リエゾンオフィサー



「あんしん就活」マッチング会

マッチング会 企業参加基準・条件

年5回程度開催

（対象求職者層）

おおむね39歳までの方

●求職者の潜在能力を発掘し、柔軟な採用選考を行っている

●大阪府内に事業所を有し、同所に勤務予定の正社員求人（もし

くは1年以内に正社員登用がある求人）を行っている

●5日間の職場体験を受け入れられる(ただし令和４年2月開催分

は1日の職場見学会)

●大阪府へ求人シートを提出し、それに係る契約を結ぶことができ

る

●採用内定に至った場合は、内定時に「労働条件通知書」または

「雇用契約書」を提出できる
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５社程度参加予定



求人募集の際に明示すべき事項
～　職業安定法施行規則第4条の2第3項　～
一　労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

二　労働契約の期間に関する事項

二の二　試みの使用期間に関する事項

三　就業の場所に関する事項

四　始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

　　休憩時間及び休日に関する事項

五　賃金（臨時に支払われる賃金、賞与等を除く）の額に関する事項

六　健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険法及び雇用保険の

　　適用に関する事項

七　労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項　ほか
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【求人シートを受理する条件など】

求人シートは、職種別、就業場所別、雇用形態別に記載・受理

法令に違反する内容が含まれているものは受理しない

ハローワークにおける求人不受理対象となる事業所の求人シートも受理しない

求人シートの記載内容は、そのまま採用後の労働条件になることを期待

求職者に分かりやすく誤解のないように記載

ただし、求人シートは労働契約書ではないことから、企業は採用時に

労働条件通知書を交付
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5

求人シートの網掛け部分
について解説します。



【求人条件】

「（採用権のある）事業所名」「所在地」

   事業所住所と勤務場所住所が異なる場合は別紙（後述）に

　勤務場所住所を記載

「職種地位」

職種名、役職名を具体的に記載

「雇用形態」

正規社員 ･ 非正規社員等を記載　→ 「あんしん就活」は基本的に正規社員
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「採用人数」

採用する必要最低限の人数を記載

若干名、1～2名等の曖昧な記載では受理しない

「年齢」

原則として「年齢制限なし」を勧奨
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「年齢」

例外的に年齢制限が認められる事由は、次の６項目に限定

（労働施策総合推進法施行規則第１条の３第１項）
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①省令１号
　　定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を
　　期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
　　例：定年が６０歳のため５９歳以下の方を募集

②省令２号
　　労働基準法その他法令の規定により年齢制限が設けられている場合
　　例：１８歳以上の方を募集（労働基準法に定める深夜業あり）
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③省令３号のイ
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を

　　　期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
例：３５歳以下の方を募集（職務経験不問）

④省令３号のロ
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が

　　　相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない
　　　労働契約の対象として募集・採用する場合

例：○○社の電気技術者として４０歳～４９歳の方を募集
　　　　（○○社の電気技術者は、３０～３９歳が１０人、
　　　　　４０歳～４９歳が２人、５０～５９歳が８人）
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⑤省令３号のハ
芸術、芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
例：演劇の子役のため、○○歳以下の方を募集

⑥省令３号のニ
６０歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策

　　　（国の施策を活用しようとする場合に限る）の対象となる者に
　　　限定して募集・採用する場合

例：６０歳以上の方を募集



「（実際の）勤務場所」

勤務場所住所のうち市区町村名までを記載。事業所住所と

　 勤務場所住所が異なる場合は別紙に勤務場所住所を番地等まで記載

勤務場所の最寄駅、バス停から勤務場所までの距離を記載

マイカー通勤の可否を記載

勤務場所が自社、派遣先、請負先のいずれに該当するかを記載

勤務場所からの転勤の有無と有の場合はその転勤場所を記載
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12

求人シートの別紙
です。



13

求人シートの網掛け部分
について解説します。



「賃金形態」

年俸

年額を決めて各月に配分して支給

月給

毎月の所定労働時間の多少に関わらず月額を決めて支給

日給月給　→　月給制と記載されていても実際は殆どがこの日給月給制

月給を決めて欠勤した場合（有給休暇を除く）にその日数分だけの

　  賃金を差し引く月給制（厚生労働省解釈例規）

14



「賃金形態」

日給

日額を決めて、勤務日数に応じて支給

時間給　→　最低賃金はこの時間給で定めている

　　　　　　　　　　　　　（令和３年度：大阪府　９９２円）

時間額を決めて、勤務時間数（有給休暇を含む）に応じて支給

※（参考）求人シート最低基本給の適法チェック

月給180,000円×12ヶ月＝2,160,000円

2,160,000円÷(1年366日-年間休日121日）÷1日8時間　≒　1時間単価1,102円

　　　　　1時間単価　1,102円　＞　大阪府最低賃金　992円　→　適法
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【毎月の賃金（税込み）】

「定期的に支払われる賃金」

下限と上限を明記し「応相談」等の曖昧な記載は不可

フルタイム求人の場合、基本給を月額で記載

時給や日給、年俸制の場合でも、月額に換算して

　（標準的な月の出勤日数により算出して）記載

基本給に固定残業代が含まれている場合、その分を抜き出し

  「固定残業代」に記載（後述）
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「個人の状態に応じて支払われる賃金」

個人の状態に応じて支払われる賃金を月額で記載（例　通勤手当月額）

「固定残業代」→　厚生労働省指針で記載が求められている

固定残業代（名称（例　基本給、業務手当、調整手当等）にかかわらず、

　一定時間分の時間外労働に対する割増賃金を定額で支払う）を採用している

　場合に記載

該当する場合は固定残業代に相当する時間と月額を記載し、

　超過分は追加で支給されることも記載
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「賞与」

昨年の実績（支払回数・支払月数）を記載

個人によって違う場合は「個人の実績による」と記載

「昇給」

昨年の実績（例　基本給×〇％又は平均〇〇〇円）を記載

個人によって違う場合は「個人の実績による」と記載
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「（会社制度としての）退職金」

退職金の支払有無を記載

「加入（社会）保険」→　法人に採用された正社員は採用当初から強制加入

加入する社会保険を記載

雇用保険、健康保険、厚生年金保険　→　労働者負担あり（賃金より控除）

労災保険　→　労働者負担なし

「宿舎」

社有社宅や借上げ社宅の有無を記載

有の場合はその使用料月額を記載
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「賃金締切日」「賃金支払日」

毎月の賃金締切日と賃金支払日を記載

記載例の場合は毎月25日締切で当月末日支払

「保育施設」

社有保育施設や提携保育施設の有無を記載

有の場合はその使用料月額を記載

20



「雇用期間の定め」

雇用期間の定めの有無を記載

常用・正社員の場合は無を記載
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22

求人シートの網掛け部分に
ついて解説します。



【労働時間】

「就業時間」

平日・土曜日別に、所定始業時刻～所定終業時刻を記載

実働時間は、原則、1日8時間以下、1週40時間以下（労基法第32条第1項）

「休憩時間」

就業時間の途中で与える休憩時間を〇〇分と記載

実働時間が６時間超→45分以上、8時間超→60分以上（労基法第34条）

「交替制」

交替制勤務の有無を記載

就業時間の欄に書ききれない場合は余白に各シフトの就業時間を記載
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「残業」

上記就業時間以外の時間における労働（残業）の有無を記載

有の場合は月平均の残業時間を記載

→　1ヶ月法定時間外労働が45時間超で脳・心疾患のリスク徐々に高まる

「休日」「年間休日」

労働契約において労働義務のない日とされている日

記載例の場合は、日曜日、祝日、土曜日、年末年始、夏季を休日とし

年間休日の日数が121日

※（参考）年間休日の適法チェック

40時間×366日÷7日÷8時間＝261.43日（労働日の上限）

366日-261.43日＝104.57日→105日（休日の下限）　＜　121日　→　適法
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「（年次）有給休暇」

休日以外に賃金を受けながら希望する日に休暇を取ることができる制度

労基法上は初年度（遅くとも）入社6か月後に10日付与

※記載例の場合は初年度入社3か月後に10日付与　→　適法

「特別休暇」

年次有給休暇以外の特別休暇（例　誕生日休暇等）を記載

有給休暇か、無給休暇かは、採用時に「労働条件通知書」等で確認

法定の産前産後休業、育児介護休業もこの特別休暇の欄に記載
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「裁量労働制の適用の有無」→　厚生労働省指針で記載が求められている

専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制の適用の有無等を記載

「試用期間」

試用期間の有無等を記載

記載例の場合は、試用期間が90日間あり、その間の労働条件は同じ条件
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「職務の内容」

職務の内容をできるだけ具体的に記載

さらに詳しい内容は交流会や職場体験・見学で確認

「必要な技術・経験・資格・学歴など」

記載例の場合は、自動車運転免許を含め特になし

※自動車運転免許の取得で格段に求人の選択肢増！
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「年齢制限の理由」

年齢制限「有」の場合は、その理由を記載

※例　【再掲】

長期勤続によるキャリア形成を図る観点から３５歳以下の方を募集

   （職務経験 不問）（省令３号のイの場合）
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29

求人シートの網掛け部分
について解説します。



【企業の概要】

「資本金（事業運営の基礎資金）」「年商（年度の全ての売上）」

直近の実績を記載

「従業員数」

勤務事業所従業員数、そのうち女性従業員数、企業全体従業員数を記載

記載例では勤務事業所5名、うち女性は3名、企業全体は100名
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「定年等」

定年の有無と有の場合はその年齢を記載

　　　　　　　　　　　　　　→60歳を下回ることはできない

再雇用の有無と有の場合はその年齢を記載

　　　　　　　　　　　　　　→65歳まで希望者の雇用確保措置

勤務延長の有無と有の場合はその年齢を記載

　　　　　　　　　　　　　　→70歳まで希望者の雇用確保努力

記載例では、

定年有で60歳、 61歳以降の再雇用有で65歳まで、

66歳以上の勤務延長なし
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「面接時必要書類」

面接時に必要な書類を記載

記載例では、履歴書、職務経歴書

「事業内容（品目）」

事業内容（品目）を記載

「歴史・沿革」

企業の歴史・沿革を記載
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「最近の業績・主な取引先」

最近の業績・主な取引先を記載　→　非開示の場合もあり

「その他会社の特徴・社風等」

その他会社の特徴・社風等を記載→企業のアピールポイントを分かりやすく

「ホームページアドレス」

さらに詳しく知りたい場合に参照　→　興味ある企業は是非アクセス！
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「求人責任者の部・課・役職名・氏名」

求人責任者の部・課・役職名・氏名を記載

役職は様々ですが、採用権ある組織で求人の窓口

「就業場所（略図）」

就業場所（付近）の地図や最寄駅等を記載

時間が許せば職場体験・見学の事前に就業場所

　 　　　まで行ってみるのも良い（気持ちが落ち着きます）
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